
○大府市更生訓練費支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サ

ービス事業者が行う法第５条第１３項に規定する自立訓練又は同条第１４項に規定する

就労移行支援を利用している者の自立した生活及び社会参加の促進を図るために支給す

る大府市更生訓練費（以下「更生訓練費」という。）に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（対象者） 

第２条 更生訓練費の支給の対象となる者（以下「対象者」という。）は、法第１９条第１

項に規定する本市による支給決定者のうち、自立訓練又は就労移行支援を利用している者

であって、市町村民税（更生訓練費の支給の申請が１月分から６月分までの場合は、前

年度分の市町村民税とし、７月分から１２月分までの場合は、当該年度分の市町村民税

とする。）非課税世帯に属するものとする。 

 （更生訓練費の額） 

第３条 更生訓練費の額は、別表に掲げる利用種別の区分ごとの経費を合算した額とする。 

（支給の手続） 

第４条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、前月分の更生訓練費について、その翌月

１０日までに当該訓練を受けた指定障害福祉サービス事業者又は更生援護施設の長（以

下「施設長」という。）の証明を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、速やかに、その内容を審査し、適

当と認めたときは、更生訓練費を支給するものとする。                     

 （申請及び受領の委任） 

第５条 対象者は、更生訓練費の支給の申請及び受領について、施設長に委任することが

できる。 

２ 施設長は、前項の規定により対象者から委任を受けるときは、委任状を徴するものと

する。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

利 用 種 別 
訓練に従事した日が

１５日以上の場合 

訓練に従事した日が

１５日未満の場合 

自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行 支 援 の 利 用

に係る経費（通所を含む。） 
月額 ３,１５０円 月額 １,６００円

通所に係る経費 日額 ２８０円

 


